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５人の議員が一般質問を行いました

市村　香 議員

菊池伸浩 議員

各公民館利用の
手続について

市
立
病
院
現
地
建
て
替
え
が

無
理
な
理
由
と
指
定
管
理
者

制
度
と
は
な
に
か
？

公
民
館
利
用
が
、

昨
年
10
月
に
改
正

さ
れ
、
利
用
者
か
ら
手
続

等
に
関
す
る
意
見
が
あ
る

が
、
改
正
後
の
利
用
状
況

等
を
伺
う
。

教
育
部
長　

真
壁

地
区
の
公
民
館
が

無
料
か
ら
有
料
と
な
り
、

使
用
料
金
の
支
払
い
と
減

免
申
請
の
手
続
が
必
要
と

な
り
ま
し
た
。
真
壁
伝
承

館
に
直
接
来
館
、
ま
た
は

電
話
で
各
施
設
の
空
き
状

況
を
確
認
し
、
申
請
書
に

記
入
し
使
用
料
の
納
付
書

の
発
行
を
受
け
、
伝
承
館

窓
口
で
現
金
払
い
か
銀
行

等
で
の
振
り
込
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。
半
年
間
の
利

用
状
況
は
、
谷
貝
分
館
が

減
少
で
す
が
、
ほ
か
は
あ

り
ま
せ
ん
。

受
益
者
負
担
は
理

解
さ
れ
て
い
る

か
。
苦
情
等
は
な
か
っ
た

か
。

教
育
部
長　

当
初

は
、
伝
承
館
ま
で

行
く
の
が
面
倒
だ
と
の
意

見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
現

在
は
そ
の
よ
う
な
意
見
は

あ
り
ま
せ
ん
。
有
料
化
に

つ
い
て
は
、
受
益
者
負
担

の
原
則
を
ご
理
解
い
た
だ

い
て
い
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

有
料
化
に
伴
う
現

金
の
取
り
扱
い
は

き
ち
っ
と
さ
れ
て
い
る

か
。

教
育
部
長　

一
昨

年
不
適
正
な
管
理

が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、

会
計
管
理
者
の
方
か
ら
使

用
料
の
現
金
の
取
り
扱
い

要
綱
が
示
さ
れ
、
現
在
適

正
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

市
民
か
ら
、
各
施

設
の
利
用
に
つ
い

て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の

申
し
込
み
が
で
き
な
い
か

と
の
要
望
が
あ
る
が
、
い

か
が
か
。教

育
部
長　

今
、

本
当
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
時
代
な
の
で
、

一
般
通
告
を
受
け
て
、
施

設
の
使
用
手
続
の
申
込
申

請
書
が
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
ほ
う
へ
掲
載
し

て
い
る
か
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
申
請
書
自
体
の
掲
載

の
漏
れ
が
あ
り
ま
し
た
。

至
急
載
せ
る
よ
う
に
指
示

し
ま
し
た
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
施
設
利
用
の
申
し
込
み

に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う

な
形
で
で
き
る
か
、
今
後

検
討
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

５
月
27
日
の
「
筑

西
・
桜
川
地
域
公

立
病
院
等
再
編
整
備
推
進

協
議
会
」
で
、
桜
川
市
立

病
院
の
方
向
性
が
了
承
さ

れ
た
。
建
設
場
所
は
、
Ｊ

Ｒ
大
和
駅
北
側
の
長
方
・

高
森
地
区
で
、
民
間
医
療

法
人
に
よ
る
指
定
管
理
者

と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

地
元
か
ら
は
、「
現
地

で
の
建
て
替
え
が
無
理
な

理
由
」、「
指
定
管
理
者
制

度
と
は
何
か
」、ま
た
「
建

設
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」、

さ
ら
に
は
、「
建
設
費
用

の
概
算
は
い
く
ら
か
」
の

質
問
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。
市
の
公
式
答
弁
を
お

願
い
す
る
。

市
長
公
室
長　

病

院
建
設
で
は
、
仮

設
の
病
院
を
つ
く
る
方
法

は
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
や
患

者
に
大
き
な
負
担
が
か
か

る
た
め
無
理
で
す
。
現
在

地
で
建
て
直
す
に
は
、
全

体
を
更
地
に
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
で

き
ま
せ
ん
。
県
内
の
病
院

で
は
、
北
茨
城
市
民
病

院
、
土
浦
協
同
病
院
が
ど

ち
ら
も
新
し
い
土
地
を
求

め
て
建
て
替
え
を
し
て
い

ま
す
。

　

公
設
民
営
化
（
指
定
管

理
者
制
度
）
を
選
ん
だ
理

由
は
、
市
の
負
担
金
（
交

付
税
算
入
交
付
金
を
除

く
）
が
毎
年
３
億
３
０
０

０
万
円
で
、
近
年
の
人
口

減
少
で
市
の
財
政
状
況
が

一
層
厳
し
く
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
た
め
、
最
も

有
効
な
解
決
方
法
は
、
公

設
民
営
化
と
考
え
ま
し

た
。
県
内
の
指
定
管
理
者

制
度
の
病
院
は
、
県
立
こ

ど
も
病
院
（
水
戸
市
）・

東
海
村
立
病
院
・
小
美
玉

市
医
療
セ
ン
タ
ー
で
す
。

茨
城
町
立
病
院
は
民
間
譲

渡
し
て
い
ま
す
。　

　

建
設
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

は
、
基
本
計
画
を
11
月
ま

で
に
、
平
成
28
年
度
中

に
用
地
買
収
、
実
施
設

計
、
平
成
29
、
30
年
度
に

建
設
工
事
、
平
成
30
年
10

月
に
開
院
を
目
指
し
て
い

ま
す
。
１
２
０
床
で
、
建

設
費
用
は
概
算
で
52
億
円

（
用
地
、
解
体
費
等
は
別
）

の
見
通
し
で
す
。

平成 27年度補正予算
一般会計補正予算（第３号） 可決
一般会計補正予算修正（案） 否決
国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 可決
農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 可決
公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 可決
介護保険特別会計補正予算（第１号） 可決
介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 可決
水道事業会計補正予算（第１号） 可決
専決処分
平成 26年度一般会計補正予算（第８号） 承認
平成 27年度一般会計補正予算（第１号） 承認
平成 27年度一般会計補正予算（第２号） 承認
市税条例等の一部を改正する条例 承認
国民健康保険税条例の一部を改正する条例 承認
市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利
用者負担額徴収に関する条例 承認

条例の制定・改正
市旧真壁郵便局の設置及び管理に関する条例及び市
旧高久家住宅の設置及び管理に関する条例の一部を
改正する条例

可決

市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例 可決

人事・その他
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ
て 適任

市営県単土地改良事業の施行について 可決
陳情
年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ
確実な運用に関する意見書の採択を求める陳情書

継続
審査

第２回定例会（６月９日〜 11日）

ら
え
ば
、
問
題
は
相
当
程
度
軽

減
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
質
問
が
出
さ
れ
た
。

　

こ
れ
へ
の
委
員
会
の
結
論
は
、

地
域
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
継
続

性
が
損
な
わ
れ
る
の
で
問
題
が

あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
桜

川
市
に
は
１
２
０
床
規
模
の
市

立
病
院
し
か
残
ら
な
い
の
で
あ

る
。
最
終
的
に
今
の
医
療
機
能

は
維
持
で
き
な
い
の
に
、
時
期

を
ず
ら
し
て
の
建
て
替
え
期
間

の
２
年
に
限
っ
て
医
療
サ
ー
ビ

ス
の
継
続
を
言
う
の
は
お
か
し

く
な
い
か
。
ま
た
、
ま
だ
十
分

に
使
え
る
手
術
棟
と
第
三
病
棟

（
簡
易
改
修
で
１
２
０
床
可
能
）

と
を
残
し
、
前
の
２
棟
の
所
に

外
来
病
棟
１
棟
を
建
て
替
え
れ

ば
建
設
費
は
半
減
し
、
駐
車
場

も
広
く
な
る
。

　

現
地
建
て
替
え
な
ら
、
用
地

取
得
費
や
造
成
費
は
軽
微
。
公

共
下
水
道
が
あ
り
、
合
併
浄
化

槽
建
設
も
不
要
な
た
め
、
何
十

億
円
も
安
上
が
り
で
あ
る
。
何

よ
り
、
市
民
の
利
便
性
が
高
い
。

　

委
員
会
の
議
論
は
、
大
和
駅

北
と
い
う
結
論
が
先
に
あ
っ
て

の
、
形
だ
け
の
議
論
で
は
な
い

か
。

答　

場
所
は
、
大
和
駅
北
と
い

う
、
整
備
委
員
会
の
検
討
結
果

を
最
優
先
に
考
え
て
い
き
た
い
。

問　

病
床
数
は
１
２
０
床
規
模
、

う
ち
一
般
病
床
数
は
40
床
程
度

と
聞
い
て
い
る
が
、
本
当
か
。

答　

総
病
床
数
は
、
県
が
定
め

る
「
地
域
医
療
構
想
」
の
策
定

と
あ
わ
せ
、
地
域
の
医
療
供
給

体
制
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
決
め

て
い
き
ま
す
。
両
市
協
議
で
は
、

先
の
両
市
合
意
の
２
５
０
床
と

１
２
０
床
、
２
院
計
３
７
０
床

と
同
程
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

答　
（
１
２
０
床
の
う
ち
）
一
般

病
床
が
40
床
と
な
ぜ
決
め
つ
け

る
の
で
し
ょ
う
か
。
決
ま
っ
た
よ

う
に
言
わ
れ
て
も
答
え
よ
う
が

あ
り
ま
せ
ん
。

問　

現
在
の
財
政
調
整
基
金
は
、

今
年
最
終
で
５
億
円
積
み
増
し

し
た
よ
う
だ
が
何
億
円
に
な
る

か
。
６
月
１
日
で
繰
越
金
が
確

定
し
た
と
思
う
が
こ
れ
が
い
く

ら
あ
る
の
か
。
そ
れ
と
、
平
成

33
年
償
還
金
が
17
億
円
強
に
な

る
の
で
、
取
り
崩
さ
な
け
れ
ば

と
い
う
が
、
い
ざ
と
い
う
時
の

た
め
に
10
億
く
ら
い
は
残
さ
な

い
と
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
財

調
を
使
わ
ず
に
財
源
探
し
と
い

う
の
は
で
き
な
い
の
か
。

答　

ま
ず
１
番
目
の
、
現
在
一

般
会
計
で
持
っ
て
い
る
基
金
で

す
が
、
決
算
見
込
み
で
55
億
４

０
０
０
万
円
で
す
。
そ
の
う
ち

財
政
調
整
基
金
が
30
億
円
で
す
。

　

２
番
目
の
平
成
26
年
度
の
決

算
に
伴
う
繰
越
金
で
す
が
、
繰

越
金
の
額
は
約
20
億
円
ち
ょ
っ

と
に
な
る
予
定
で
す
。

　

３
番
目
の
元
利
償
還
金
、
平

成
33
年
、
十
何
億
円
の
場
合
の

財
調
の
取
り
崩
し
も
な
い
場
合

は
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
不
確
定
要

素
の
中
で
つ
く
っ
て
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
れ
で
、
私
ど
も
の
ほ
う

で
は
最
大
の
実
際
よ
り
多
い
金

額
で
見
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の

時
の
ピ
ー
ク
で
元
利
償
還
金
が

17
億
円
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
財
調
を
取
り
崩
さ
な

い
場
合
と
い
っ
て
も
、
他
の
歳

入
、
税
等
に
対
し
て
も
見
込
み

で
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
と
き

の
状
況
に
よ
ら
な
い
と
確
定
で

き
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
う
場
合

に
あ
っ
て
も
、
市
の
基
金
の
中

で
運
用
で
き
る
と
い
う
計
算
で

行
っ
て
い
ま
す
。

第１回臨時会（７月23日）

桜川市名誉市民の決定について 可決
桜川市名誉市民の決定について 可決
桜川市名誉市民の決定について 可決


